
2006年6月7日 
愛媛県人事委員会の裁決についての声明 

 
仙波敏郎巡査部長を支援する弁護団 

（略称「仙波さん支援弁護団」） 
 
昨日，愛媛県人事委員会は，仙波敏郎巡査部長が昨年2月２３日に申し立てた不服申立につ

いて裁決し，本日その裁決書（以下「本件裁決」という）の交付を受けた。 
本件裁決は，基本的に，申立人の主張を全面的に認めた上，地域課長が昨年１月２７日付で

行った配置転換処分の取消を命じた画期的なものである。 
本件裁決は，「異動後に申立人が担当している業務の量は勤務時間に比して著しく少なく，ま

た，その地位に相応した役割分担が認められていないなど業務の割り付けや処遇が正常なも

のであったとは認めがたい。申立人が異動させられた係自体が，恣意的に新設されたもので

あり，本来公務員が分担するにふさわしい内容を備えていないことが，その主な原因である

と認められる。」とした上，「本件処分は申立人による告発会見の直後に，まさに告発会見し

たことによって行われたといわんばかりのタイミングで行われており，告発会見との間に強

い関連性があるものと認められる。告発会見の内容に問題がある場合に，それを理由として

何らかの処分が行われるのならともかく，会見の内容はまったく問題にされておらす，会見

を行ったこと自体を理由としているとしか解しようがない。」としており，本件処分が，正に

報復人事であったことを明確に認めた上，仙波さんが記者会見によって告発した内容を県警

が全く問題としていないことを指摘していることから，裏金問題を隠蔽するために行われた

見せしめのための処分であることにも理解を示したものということができる。 
もう１つの申立である拳銃の取り上げについては処分にあたらないと判断しているが，拳銃

の取り上げは既に昨年４月１８日に解除された問題である上，これは法的にやむをえない判

断と見ることも出来ることであるが，本件裁決は，「申立人に自殺のおそれや他害の危険性が

あったとは認められず，拳銃の保管措置には相当な根拠は見出し難い」と明快に判断してお

り，この点においても実質的な勝利と評価することが出来る。 
本件裁決は，県民の良識をそのまま反映したものであるということができ，我々弁護団は，

本件裁決について，愛媛県人事委員会の見識に心から敬意を表するものである。 
愛媛県警は，本件採決を最大限尊重し，速やかに配置転換処分の取り消しに従い仙波さんを

原職に復帰させるべきである。 
また，同時に，愛媛県警の裏金問題を隠蔽するのではなく，この機会に，県民に全てを明ら

かにし，県民の理解と支持を得られる愛媛県警察に再生すべきである。 
以上，声明する。 


